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【別紙１】  

ＨＡＣＣＰ導入（運用）年間計画表 

施設名：              

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

■セミナーへの参加             

■一般衛生管理の構築 

 ・ＳＯＰ及びＳＳＯＰの調査等 

            

Ｈ

Ａ

Ｃ

Ｃ

Ｐ

プ

ラ

ン 

製品名（                      ）             

その他（                      ）             

1  HACCPチームの編成             

2  製品の記述             

3  意図する使用方法と対象とする消費者の確認             

4  工程フローチャートの作成             

5  工程フローチャートの現場での確認             

6 原則1 危害分析の実施             

7 原則2 重要管理点の決定             

8 原則3 管理基準の設定             

9 原則4 モニタリング方法の設定             

10 原則5 改善措置の設定             

11 原則6 検証手段の設定             

12 原則7 記録の作成と管理手順の設定             

■従業員教育 

  一般衛生管理に係る事項、ＨＡＣＣＰシステム 

            

■立入（保健所）             

      （県衛生指導課）             

              （普及検討会）             

■監視 

 

            

■導入状況報告会 

 

            

《特記事項》 

                                                                           

                                                                           



【別紙１】                       ＨＡＣＣＰ導入（運用）年間計画表（例示） 

施設名：株式会社○○産業             

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

■セミナーへの参加  ○ ○          

■一般衛生管理の構築 

 ・ＳＯＰ及びＳＳＯＰの調査等 

  

 ○ 

 

○ 

従業員 

○ 

原料 

食品 

○ 

設備 

機器 

○ 

SSOP 

作成 

○ ○  ○ ○  

Ｈ

Ａ

Ｃ

Ｃ

Ｐ

プ

ラ

ン 

製品名（ 冷凍ロースカツ              ）  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    

その他（                    ）             

1  HACCPチームの編成  ○ ○          

2  製品の記述  ○ ○          

3  意図する使用方法と対象とする消費者の確認  ○ ○          

4  工程フローチャートの作成  ○ ○          

5  工程フローチャートの現場での確認  ○ ○          

6 原則1 危害分析の実施   ○1日 ○         

7 原則2 重要管理点の決定   ○28日  ○※         

8 原則3 管理基準の設定   ○28日  ○※         

9 原則4 モニタリング方法の設定     ○※         

10 原則5 改善措置の設定     ○※         

11 原則6 検証手段の設定     ○※         

12 原則7 記録の作成と管理手順の設定     ○※         

■従業員教育 

  ・一般衛生管理に係る事項 

  ・ＨＡＣＣＰシステム 

   ○ 

従業員 

(手洗い

教室) 

 ○ 

原料 

食品 

○ 

設備 

機器 

     

■立入（保健所）  ○  ○  ○ ○   ○   

      （県衛生指導課）       ○   ○   

              （普及検討会）          ○   

■導入状況報告会 

 

   HC  全体  HC  HC 全体 最終報告 

《特記事項》                                                                           ※手順７以降については事業者の進捗状況により、適宜時期を設定する。 

  

                                                                           

                                                                           

 

実施後、検討 



【別紙２】 

ＨＡＣＣＰ導入モデル事業 実績報告書 

 

保健所名：            

施設名：             

 

 

１．事業内容：業種（営業許可の種類）、製造品目 

 

 

２．事業規模：資本金、年間販売金額、従業員数、年間生産量 

 

 

３．ＨＡＣＣＰを導入しようとした理由 

 

 

４．製造現場の写真 

 

 

５．ＨＡＣＣＰ導入にかかった費用（機器の購入代、検査費、研修費等） 

 

 

６．従業員の教育方法 

 

 

７．現場での変化（衛生状況、生産性、従業員意識、品質、クレーム数、取引先等の向上） 

 

 

８．客観的指標による改善：検査結果（製品、中間製品、拭き取り）等 

 

 

９．ＨＡＣＣＰ導入前および過程での手順毎の変化 

 

 

10．導入後の運用状況 

 

 

11．ＨＡＣＣＰ導入のメリット、デメリット 

 

 

12．その他特記すべき事項 

 

 

 

 

 



千葉県におけるＨＡＣＣＰの普及推進について

◆平成26年12月に、HACCPによる衛生管理を普及するため、国のガイドラインの改正を踏まえ、食品衛生法施行
条例を一部改正し、従来の衛生管理基準の他にHACCPを導入した衛生管理基準を選択することが可能となった。
◆平成27年５月から毎月１回HACCPチャレンジセミナー＆相談会を開催してきたところ、これまで計１３２の食品等事
業者がセミナーを修了し、「HACPPを導入できそう」もしくは「一部でも導入を進める」といった感想が多く寄せられ、
導入にあたっては食品衛生監視員の支援が求められている。
◆食品衛生監視員としても、HACCPを導入しようとする食品等事業者に対して、助言や施設への監視指導が出来る
スキルが求められることから、実践を通じてその手法等の習熟を図ることが有効である。

ＨＡＣＣＰ普及検討会

◆ＨＡＣＣＰチャレンジセミナーの開催

ＨＡＣＣＰチャレンジセミナー＆相談会
講師
相談員

事業の展開

◆ＨＡＣＣＰに関して専門的な知

◆各保健所でHACCPの導入を検討している施設を選定
・食品機動監視課・・・・・・・・・・・・・製造業等
・健康生活支援（生活衛生）課・・・飲食店営業等

◆選定施設でのＨＡＣＣＰプランの作成を助言指導

ＨＡＣＣＰ導入モデル事業

ＨＡＣＣＰを普及推進する
食品衛生監視員の育成

◆ＨＡＣＣＰチャレンジセミナーの開催
・ １クールは月１回×３回で１クール；年間４クール開催

◆食品等事業者自らが、７原則１２手順によりＨＡＣＣＰプラン
を作成する手法を習得

相談員

助 言

○県内における食品等事業者の衛生水準の向上
○食品衛生監視手法の確立および食品衛生監視員のスキル向上

◆ＨＡＣＣＰに関して専門的な知
識を有する食品衛生監視員を
委員とする検討会を設置

◆セミナーでの相談対応や導入
モデル事業での助言等を行い、
普及するための方策を検討


